
キャリアコンサルタント登録制度について 

○ キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティング（労働者等の職業選択、職業生活設計又は職
業能力開発及び向上に関する相談・助言・指導）を行う専門家であり、企業、需給調整機関、教育機
関等の幅広い分野で活躍。 

○ 平成28年４月１日より、キャリアコンサルタントを登録制の名称独占資格とし、５年ごとの講習受講
による資格更新制度、守秘義務・信用失墜行為の禁止等の規定と相まって、その質を担保し、労働者
等が安心して職業に関する相談を行うことのできる環境を整備。 

（キャリアコンサルタント登録制度の概要） 

※１ 平成28年４月１日現在、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会及び特定非営利活動法人日本キャリア開発協会の２機関を登録試験機関として登録。 

※２ 平成28年５月１日現在、15講習を認定。 

※３ 特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会を指定登録機関として指定（１機関に限り指定可）。 

※４ 平成28年夏以降順次指定予定。 

合格 

登録試験機関（※１）が行う
キャリアコンサルタント試験 

（受験要件） 
・大臣認定の養成講習（※２）の受講 
・キャリアコンサルティングに関する３年
以上の実務経験 

指定登録機関（※３）による登録 

「キャリアコンサルタント」資格 
（名称独占）の付与 ５年毎

の更新 

守秘義務、信用失墜行為の禁止 

労働者等に対するキャリアコンサルティングを実施 
 
 

労働者等のキャリア形成を支援 

大臣指定の更新講習
（※４）の受講 

知識・技能の維持を図るため、 
・知識講習8時間以上 
・技能講習30時間以上 
              を受講 
（一部免除措置等あり） 

資料２ 



キャリアコンサルタント国家資格の更新について 

○ キャリアコンサルタントは、その登録から５年ごとに厚生労働大臣が指定した更新講習について、知
識８時間以上、技能30時間以上の講習を受講することで、資格を更新することが可能（必要な講習を
受講しなかった場合には、資格失効）。 

○ 技能検定合格者や一定の実務経験を有する者については、更新講習のうち全部又は一部について免除
が可能。 

○知識講習（計８時間以上） 
 キャリアコンサルタントに求められる知識のうち、特に関係法令の改
正や労働市場の変化等によって定期的に更新することが必要な以下
の全ての知識を受講。 
 

（知識科目） 
・職業能力の開発の知識   ・人事管理及び労務管理の知識 

・労働市場の知識   ・労働関係法令及び社会保障制度の知識 

・学校教育制度及びキャリア教育の知識   ・メンタルヘルスの知識 

・その他維持を図ることが必要な知識 

○技能講習（計30時間以上） 
 キャリアコンサルタントに求められる技能の保証・向上のため、以下
の技能からキャリアコンサルタントとしての経験に応じ選択して受講。 
 

（技能科目） 
１．キャリアコンサルティングに関する基本的な技能 

 ・カウンセリングの技能   ・グループアプローチの技能 

 ・キャリアシートの作成指導及び活用の技能 

 ・相談過程全体の進行の管理に関する技能 

２．相談過程において必要な技能 

 ・相談場面の設定   ・自己理解の支援   ・仕事の理解の支援 

 ・自己啓発の支援   ・意思決定の支援   ・方策の実行の支援 

 ・新たな仕事への適応の支援   ・相談過程の総括 

資格更新 ５年 

・１級又は２級の技能検定に合格した者については、合格の日から５年以内
に限り知識講習を免除。 

・１級の技能検定に合格しているキャリアコンサルタントにより行われる指導、
キャリアコンサルティングの実務は、10時間以内に限り技能講習とみなす。 

・１級の技能検定に合格した者は、技能講習を免除。 

※資格取得から5年経過までに必要な講
習を受講しなかった場合には、資格失効 

資格更新 ･･･ 

更新講習の受講 ～キャリアコンサルタントとしての質の保証・向上～ 

1年目 

 

 

2年目 

 

 

3年目 

 

 

4年目 

 

 

5年目 

 

 技能講習（複数回）の計画的受講 

知識講習（１回）の受講 
キャリアコンサルタント

資格の取得 
（モデル受講例） 



（参考）キャリアコンサルタント登録制度における指定登録機関等 

○指定登録機関（１機関） 
  特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会 
 

○登録試験機関（２機関） 
  特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会  特定非営利活動法人日本キャリア開発協会 
 

○養成講習（１５講習（１４機関）） 

講習 実施機関 

CMCAキャリアコンサルタント養成講習 特定非営利活動法人日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会 

GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム 特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会 

GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム テンプスタッフ・ピープル株式会社 

GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム マンパワーグループ株式会社 

ICDSキャリアコンサルタント養成講座 有限会社キャリアサポーター 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会キャリアコンサルタント養成講習 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 

キャリアコンサルタント養成講座 株式会社テクノファ 

キャリアコンサルタント養成講座 株式会社リカレント 

キャリアコンサルタント養成講座（総合） 株式会社日本マンパワー 

キャリアコンサルタント養成講習 学校法人大原学園 

キャリアコンサルタント養成ライブ通信講座 株式会社リカレント 

公益財団法人関西カウンセリングセンターキャリアコンサルタント養成講習 公益財団法人関西カウンセリングセンター 

公益財団法人関西生産性本部キャリアコンサルタント養成講座 公益財団法人関西生産性本部 

公益財団法人日本生産性本部キャリアコンサルタント養成講座 公益財団法人日本生産性本部 

LEC東京リ－ガルマインドキャリアコンサルタント養成講座 株式会社東京リ－ガルマインド 

（平成２８年５月１日時点） 
※更新講習については、平成28年夏以降指定予定。 


